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第３章 空き家等対策の方針【国指針１：空家等に関する対策の基本的な方針】 

（１）空き家等対策の基本的な方針 
現在、本市には、管理が不十分な空き家等は少ないものの、今後、高齢化等の進展を背

景として空き家等が増加することが予想されるため、空き家化の予防対策や、管理が不十
分な状態にならないように適正管理や利活用を進めるために、各段階で有効な対策を実践
していきます。 

周辺の生活環境や景観への影響を与える空き家問題は地域社会全体の問題であることか
ら、空き家等の所有者等はもとより、市民等、事業者、市など地域社会に関わる主体が相
互に連携して、多方面からの取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本方針≫ 
 
空き家等の「適正管理」 

・空き家等の所有者等に対して、空き家等の
適正管理の必要性や空き家等の所有者等の
責務を周知・啓発し、自主的な適正管理を
促します。 

 

空き家等の「利活用」 
・空き家等について、所有者等に対して情報提供、啓発

活動を行い、民間事業者を中心とした空き家等の流通・
利活用を推進します。 

空き家化の「予防」 
・市民等に対して情報提供、啓

発活動等を行い、周囲の生活
環境に影響を及ぼす空き家等
の発生抑制に繋げます。 
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■空き家等の段階ごとにみた基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

空き家等 

（空き家化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等 

（管理不全な状態） 

空き家等となる 

可能性のある住宅 

「予防」（発生抑制） 
【基本方針】市民等に対して情報提供、啓発活動等を

行い、周囲の生活環境に影響を及ぼす空
き家等の発生抑制に繋げます。 

 

「適正管理」 
【基本方針】空き家等の所有者等に対して、空き家等

の適正管理の必要性や空き家等の所有者
等の責務を周知・啓発し、自主的な適正
管理を促します。 

 
 

「利活用」 
【基本方針】空き家等について、所有者等に対して情

報提供、啓発活動を行い、民間事業者を
中心とした空き家等の流通・利活用を推
進します。 
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（２）主体別役割 
空き家等は、第一義的には所有者等の責任で維持管理されるものですが、様々な理由に

より適正に管理されていない空き家等が、市民等の生活環境に影響を及ぼしていることか
ら、空き家等の問題を地域社会の問題と捉え、空き家等の所有者等、市民等、事業者、市
が協力し、それぞれの役割のもとで空き家等対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家等の 
所有者等 

市民等 

事業者 
市 

空き家等の所有者、管理者、相
続人は、空き家等が放置された
ままにならないように適正な管
理、活用、流通等に努めるとと
もに、相続等が発生した場合に
は、必要な手続きを速やかに行
うように努めます。 

市民等は、管理不全な空き家
等を発見した時は、市への速
やかな情報提供が期待されま
す。 

市民等は、市内に居住する者
又は市内に通勤、若しくは通
学する者です。 

 

事業者は、空き家等の所有者等や市に
対し、専門的な視点から相続から管理、
活用に至るまで、空き家等の抱える複
合的な課題の解決への助言や支援等が
期待されます。 

事業者は、法務、不動産、建築、福祉、
まちづくりＮＰＯ団体等その他の空き
家等の除却や活用等と関連する事業を
営む者です。 
 

市は、空き家等の実態把握に努めると
ともに、空き家等の適正な管理の促進
など、条例及び法に基づく、空き家等
対策に取り組みます。 
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（３）対策を推進するための連携体制 
【国指針７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項】 
【国指針８：空家等に関する対策の実施体制に関する事項】 

 
・平成２９年７月、本市は地域に根ざした専門家団体と空き家等の所有者等が抱える課題

の解決に向けた「小平市における空き家等対策に関する協定」を締結しました。 

・空き家等の所有者等の様々な不安や悩みに応じて、協定に基づき、本市（地域安全課）
を通じて、専門家団体が設置する相談窓口を適宜紹介していきます。 

・今後、空き家等の増加に伴って、市民等からの苦情や問合せ、相談等が増加することが
予想されることから、庁内関係課の連携により、情報及び問題を共有し、課題解決へ向
けて連絡調整を図ります。 

・また、今後も、警察、消防その他の関係機関等との連携を継続していきます。 

 

  
連携・情報共有 

市 

庁内関係課 
政策課 行政経営課 防災危機管理課 税務課 
市民協働・男女参画推進課 産業振興課 保育課  

生活支援課 地域包括ケア推進担当課長 環境政策課 
資源循環課 都市計画課 建築担当課長 
道路課 施設整備課 地域安全課 

地域安全課 
空き家等の所有者等や
市民等からの相談窓口 

専門家団体 
 

宅建業協会 全日本不動産協会 建築士事務所協会  
建設業協会 司法書士会 行政書士会  
土地家屋調査士会 りそな銀行 

市
民
等 

空
き
家
等
の
所
有
者
等 

苦情 
問合せ 

相談 相談 

庁内検討会議 

協定締結 
（Ｈ29.7） 

相談窓口 


